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かび毒・自然毒等専門調査会 

第49回会合議事録 
 
１．日時 平成29年5月19日（金）14：00～15：53 
 
２．場所 食品安全委員会中会議室 
 
３．議事 
 （1）フモニシンに係る食品健康影響評価について 
 （2）シガトキシン類に関する最近の動向について 
 （3）その他 
 
４．出席者 
 （専門委員） 
 宮﨑座長、荒川専門委員、川原専門委員、久米田専門委員、小西専門委員、 
 佐藤専門委員、渋谷専門委員、豊福専門委員、矢部専門委員、吉成専門委員 
 （専門参考人） 
 大城専門参考人 
 （食品安全委員会委員） 
 山添委員 
 （事務局） 
 東條事務局次長、鋤柄評価第二課長、橘評価調整官、今西課長補佐、大谷評価専門職 
 
５．配布資料 
 資料1  フモニシン評価書（案） 
 資料2  食品健康影響評価（案） 
 資料3-1 シガトキシン類に関する最近の動向について 
 資料3-2 シガテラ調査票 
 
６．議事内容 
○宮﨑座長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第49回「かび毒・自然毒等

専門調査会」を開催いたします。 
 本日は、10名の専門委員が御出席でございます。 
 御欠席の専門委員は、合田専門委員、杉山専門委員、鈴木専門委員、長島専門委員、渡



2 

 

辺専門委員でございます。 
 また、本日は議事2において、専門参考人の先生に御講演をいただく予定にしておりま

すけれども、こちらについては議事2の冒頭で御紹介させていただきます。 
 また、食品安全委員会からは、山添委員に御出席いただいております。 
 本日の会議全体のスケジュールにつきましては、お手元の資料「第49回  食品安全委員

会 かび毒・自然毒等専門調査会 議事次第」をご覧いただきたいと思います。 
 それでは、議事に入ります前に、事務局より本日の資料の確認をお願いします。 
○今西課長補佐 資料を確認いただく前に、5月から10月末までの期間はクールビズとな

っておりますので、服装の軽装を励行させていただきますので、御協力をよろしくお願い

いたします。 
 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 
 本日の配付資料は議事次第、座席表、専門委員名簿のほかに、資料1がフモニシンの評

価書でかなり太い資料になっておりまして、その後ろに資料2をつけております。 
 議事2になりますが、資料3-1、資料3-2で4点でございます。 
 以上の資料を用意しております。不足の資料はございませんでしょうか。 
 なお、これまでの評価書及び今回の評価に関係する参照文献等は、既に先生方にはお送

りしておりますが、机上にファイル及び一部はタブレットで用意しております。 
 また、傍聴の方に申し上げますが、専門委員のお手元にあるものにつきましては著作権

の関係と大部になりますことから、傍聴の方にはお配りしていないものがございます。調

査審議中に引用されたもののうち、閲覧可能なものにつきましては調査会終了後、事務局

で閲覧できるようにしておりますので、傍聴の方で必要とされる場合は、この会議終了後

に事務局までお申し出いただければと思います。 
○宮﨑座長 続いて、事務局から平成15年10月2日の食品安全委員会決定「食品安全委員

会における調査審議方法等について」に基づいて、必要となる専門委員の調査審議等への

参加に関する事項について報告をお願いします。 
○今西課長補佐 それでは、本日の議事に関する専門委員の調査審議等への参加に関する

事項について御報告いたします。 
 本日の議事について、専門委員の先生方から御提出いただいた確認書を確認したところ、

平成15年10月2日委員会決定の2（1）に規定する調査審議等に参加しないこととなる事由

に該当する専門委員はいらっしゃいません。 
 以上です。 
○宮﨑座長 ありがとうございました。 
 皆様から御提出いただきました確認書につきまして、相違はございませんでしょうか。 

（「はい」と声あり） 
○宮﨑座長 ありがとうございます。 
 それでは、議事に入らせていただきます。 
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 前回の第48回かび毒・自然毒等専門調査会では、事務局より実験動物における体内動態

のまとめ、毒性発現機序及びモディファイドフモニシンについて説明を受け、審議を行い

ました。 
 さらに、これまでの専門調査会における専門委員及び専門参考人の意見を踏まえて作成

された評価書案について、事務局から説明がなされ、審議が行われました。その結果、審

議における皆様からの御指摘を踏まえ、資料の修正を行うことになりました。  
 前回の第48回の専門調査会における審議を踏まえて修正した評価書案については、既に

事務局よりメールで御相談させていただいておりますが、まずは事務局からこの修正点に

ついて説明をお願いします。 
○大谷評価専門職 それでは、資料1をご覧ください。前回の調査会では評価書全体を見

ていただきました。今回は前回の調査会以降に修正した箇所について御説明いたします。 

修正または追記した箇所は、取り消し線または下線を引いております。前回の審議では、

その多くがモディファイドフモニシンに関する御意見でしたので、まずはその部分を中心

に御説明いたします。 
 資料1の5ページの12行目になりますが、前回資料では「『マスクドフモニシン』又は『モ

ディファイドフモニシン』」と書いておりましたが、別添2では「モディファイドフモニシ

ンについて」というふうに整理されているため、用語の統一が必要ではないかという御意

見をいただきました。 
 そこで4ページの32行目ですが、「『マスクドフモニシン』又は『モディファイドフモニ

シン』」としていたところを、「『モディファイドフモニシン』（又は『マスクドフモニシン』）」

というふうに整理し、別添としてまとめるものはモディファイドフモニシンである、とい

うふうに修正をしております。 
 次に、114ページをご覧ください。まず、大きな修正についてですが、3行目からのパラ

グラフと8行目からのパラグラフを入れかえて、最初に8行目からのパラグラフでモディフ

ァイドマイコトキシンに関する説明を行い、次いで17行目からのパラグラフでモディファ

イドフモニシンに関する説明を行う、という形に修正しております。 
 24行目から始まるパラグラフの4行は新しく追記した文章です。モディファイドフモニ

シンを別添として整理することとした理由として、「EFSAではモディファイドフモニシン

を暴露評価に取り入れているが、モディファイドマイコトキシンに関する知見は限られて

いることから、評価対象には含めず、モディファイドフモニシンについての現在の知見に

ついて整理することとした。」という文章を追記しております。 
 次に、2の毒性に関する知見の修正について御説明いたします。118ページの21行目以降

の見え消しは、前回の調査会資料に記載されていた文章です。こちらをご覧いただきます

と、前回のバージョンでは、各モディファイドフモニシンについて一気通貫で毒性に関す

る知見を説明しておりました。こちらについては、物質ごとの毒性の強弱や特徴がわかり

にくいという御指摘をいただきましたので、116ページ12行目からとなりますが、116ペー
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ジでは加水分解フモニシンについて、117ページではFB1-果糖結合物、N-カルボキシメチ

ルFB1、アセチルFBI、118ページではアシルFB1、というようにモディファイドフモニシ

ンごとに毒性の強さや特徴について整理しております。 
 121ページの13行目からになりますが、前回の資料では、モディファイドフモニシンに

関する諸外国における評価として、EFSAでの2014年の評価について記載されていました。

この部分は別添から削除して、本体の99ページの33行目、EFSAの評価の中に移動して、

「EFSAは2014年にモディファイドマイコトキシンの評価を実施した。公表されている文

献データによると、フモニシンの場合、穀物のデンプンやタンパク質等のマトリックスに

物理的に捉えられたフモニシンが主なモディファイドフモニシンで、その濃度は遊離型フ

モニシンの60％と推計された。遊離フモニシンとモディファイドフモニシンを合わせたフ

モニシン暴露量を年齢層別に推計した結果、フモニシンのグループPMTDIである2 µg/kg 
体重/日と比較すると、1～10歳の子供の暴露量がグルーブPMTDIを超える可能性がある。」

としました。 
 以上がモディファイドフモニシンに関する修正の御説明です。 
 その他の修正ですが、NTDの和訳をどうするかという御指摘をいただきました。こちら

については改めて調べましたところ、日本先天性異常学会及び日本産婦人科学会では、

NTDの和訳は「神経管閉鎖障害」で統一が図られていることがわかりましたので、今回の

評価書案では「神経管閉鎖障害」で統一しております。 
 以上で修正に関する説明を終わります。 
○宮﨑座長 ありがとうございました。 
 それでは、今、事務局から大きな修正があったモディファイドフモニシンに関する別添

資料を中心に、評価書の修正点について御説明がありましたけれども、この点について皆

様から御意見、御質問がありましたらお願いします。いかがでしょうか。豊福先生、お願

いします。 
○豊福専門委員 4ページの33行目の「（又は「マスクドフモニシン」と呼ばれている）」

というところなのですけれども、こう書いてあるとモディファイドフモニシンとマスクド

フモニシンが同じように感じるのですが、実際は114ページを見ると必ずしもイコールで

はない概念です。だとすると、正確に書くのだったらモディファイドフモニシンの後に例

えばフットノートとか何かをつけて、114ページで化学的性状に基づく定義以外に分析手

法で検出できないが、生体内で遊離型のマイコトキシンに変化して毒性を示す可能性があ

るものとして、マスクドフモニシンというものもありますよというようなフットノートに

したほうが、より正確になるのではないかと思うのです。今だったらイコールみたいに見

えるのですけれども、いかがでしょうか。 
○宮﨑座長 御指摘ありがとうございました。 
 今、豊福先生から御指摘いただきました4ページの33行目の括弧書きの表現だと、モデ

ィファイドフモニシン＝マスクドフモニシンと受け取られるのではないかということです
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けれども、私もその御指摘のとおりだと思いますが、そのほかの先生方いかがでしょうか。

今、豊福先生からの御提案では、この括弧書きをやめてしまって、脚注でモディファイド

フモニシンのほかに分析の観点からマスクドフモニシンという定義もあるという脚注をつ

けるという御提案ですね。 
○豊福専門委員 はい、そうです。 
○山添委員 先ほどの事務局から伺うと、一応ここのところはモディファイドという形を

優先して使うという評価書の考え方ですね。そうすると最初のところではこのモディファ

イドフモニシンだけにしておいて、後ろの114ページに行けば実際にはどういう性質か読

めてわかるわけです。ここのところで注釈をする必要性があるかというと、違うものがあ

るということを表記で出ていればいいのではないかと思うのですけれども、この4ページ

に関して言えば。 
○宮﨑座長 そうしますと、ここでは山添先生の御提案は括弧書きのところは全部削除し

て、モディファイドフモニシンと呼ばれているということだけにしてしまうということで

すね。 
 豊福先生、いかがでしょうか。そのほうが確かにすっきりします。 
○豊福専門委員 確かにそうですよね。先生おっしゃるとおりというか、ここで特に強調

共通する必要がないですね。 
○山添委員 EFSAもモディファイドと使ってしまっているので、引用しているので、そ

うするとそこの引用とストレートにつながると思うのです。 
○宮﨑座長 そのほかの先生方もいかがでしょうか。特に御意見なければ、ここは33行目

の頭にあります括弧書きまたはマスクドフモニシンというところを削除してしまうという

ことでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 
 そのほか御意見、御質問がありましたらよろしくお願いします。いかがでしょうか。あ

と、事務局から注意喚起がありましたけれども、neural tube closure defectの和訳をどう

するかということで前回も若干議論がありましたが、事務局で調べていただいて、日本先

天異常学会と日本産婦人科学会では、神経管閉鎖障害という用語を使っているということ

で、この評価書でもそのような表現になっておりますけれども、前回もdefectという訳に

ついて若干皆様から御意見がありましたが、学会でこのように統一した用語を使っている

ということですので、特に御異論がなければこの評価書でも神経管閉鎖障害という用語で

統一したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 
 そのほか別添2のモディファイドフモニシンのところについては大分大きな修正が入り

ましたけれども、こういったことも含めて皆様から御意見、御指摘がありましたらお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。大きな変更点は冒頭のと

ころの順番をちょっと変えて、まずマイコトキシン全体でモディファイドマイコトキシン

というものがあるというふうに順番を変えたということと、114ページ24行目からの

「EFSAでは」というところを追加している。あと、毒性についてはそれぞれのモディフ
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ァイドフモニシンごとに整理し直したところですけれども、よろしいでしょうか。 
 それでは、ただいま御指摘いただいた点、4ページの33行目の冒頭にある括弧書きのと

ころ「又はマスクドフモニシン」を削除するという修正意見がありましたので、これは事

務局のほうで修正をよろしくお願いしたいと思います。 
 なお、御確認いただいて修正という御意見はこの1点でしたけれども、また改めて全体

を通して修正すべき点とかお気づきになりしまたら、事務局まで御連絡をいただければと

思います。 
 それでは、これまでの審議を踏まえた評価書の修正についての確認は以上にさせていた

だいて、次にまとめの部分であります「Ⅴ.食品健康影響評価（案）」について審議をした

いと思います。事務局からまず読み上げをよろしくお願いします。 
○今西課長補佐 それでは、資料2をご覧ください。 
 「Ⅴ.食品健康影響評価（案）」を読み上げます。 

 食品安全委員会が自らの判断で行う食品健康影響評価として、フモニシンの食品健康

影響評価を実施した。 
 フモニシンは、現在までに少なくとも28種の同族体が報告されており、A群、B群、C
群及びP群の4群に分類される。フモニシンB群にはフモニシンB1、B2及びB3（それぞ

れFB1、FB2及びFB3）の他、情報は少ないがフモニシンB4（FB4）やその他のB群化

合物も報告されている。 
 FB1は、毒性のデータもあること、FB2及びFB3は、FB1に比べると汚染濃度は低く、

毒性の知見も少ないが、FB1と同時に検出されることが多いことにより、JECFA及び

EFSAの評価においては、FB1、FB2及びFB3のグループ暫定最大耐容一日摂取量

（PMTDI）及びグループ耐容一日摂取量（TDI）を設定している。以上のことから、本

調査会における評価対象物質はFB1、FB2及びFB3とした。 
 フモニシンB群は、Fusarium verticillioides、Fusarium proliferatum等のフザリウ

ム属菌から産生される二次代謝産物で、世界中のトウモロコシ及びトウモロコシ加工品

等から検出されているかび毒である。また、近年、Aspergillus nigerにFB2の産生能が

あ る こ と が 報 告 さ れ て い る 。 フ モ ニ シ ン は ウ マ の 白 質 脳 軟 化 症 （ equine 
leukoencephalomalacia:ELEM）及びブタの肺水腫（porcine pulmonary edema:PPE）

の原因であることが実験的又は疫学的に示されている。げっ歯類にFB1を経口投与する

毒性試験により、FB1の発がん性が示されている。 
 また、ヒトへの影響として、トウモロコシを主食とする地域でフモニシンB群の摂取

と胎児の神経管閉鎖障害（Neural tube defects:NTD）との関連が示唆されている。コ

ーデックス委員会では2014年に、食品用のトウモロコシ及びその加工品中のフモニシン

（FB1及びFB2）の最大基準値（未加工のトウモロコシ粒：4,000 µg/kg、トウモロコシ

粉（コーンフラワー）、ひき割り粉（コーンミール）：2,000 µg/kg）を設定している。 
 実験動物にFB1を経口投与したときのFB1の吸収率は低く、投与量の4%以下が尿中に
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排泄され、ほとんどが代謝されずに糞中に検出される。吸収された少量のFB1は、全身

に分布するが、主に腎臓及び肝臓に検出され、筋肉及び脂肪ではほとんど検出されなか

った。フモニシンは、スフィンゴ脂質生合成経路に重要な役割を担うセラミド合成酵素

を阻害し、フモニシンを投与した動物では、組織、血液、尿等のスフィンガニン（Sa）
及びスフィンゴシン（So）濃度の上昇がみられ、このうち特にSa濃度が高値となること

より、Sa/So比が高くなる。 
 亜急性毒性試験では、精製FB1を経口投与した実験動物のほとんどに肝毒性あるいは

腎毒性が認められたが、マウス及びラットでは性差が認められた。FB1の標的臓器には

種差が認められた。最も低い用量で毒性が認められたのは雄ラットで、精製FB1を13週
間混餌投与した試験において、腎臓髄質外帯の髄放線に尿細管細胞の変性及び壊死が認

められた。無毒性量（NOAEL）は3 mg/kg 飼料（0.21 mg/kg 体重/日）であった。 
 慢性毒性・発がん性試験では、げっ歯類に精製FB1を混餌投与すると、マウスでは雌

に肝腫瘍が、ラットでは雄に腎腫瘍が発生した。NTPで実施されたラットに精製FB1を
混餌投与する2年間発がん性試験では、雄ラットで用量依存的に腎腺腫及び腎細胞癌の

増加が認められた。50 mg/kg 飼料以上のFB1投与群では、腎腺腫及び腎細胞癌を合わ

せた腫瘍発生率が有意に増加した。雌ラットではFB1投与と関連した腫瘍はみられなか

った。発がんを指標としたFB1のNOAELは15 mg/kg 飼料（0.76 mg/kg 体重/日）であ

った。 
 遺伝毒性試験の結果、FB1、FB2及びFB3は細菌を用いた復帰突然変異試験、DNA損

傷・修復試験では、いずれも陰性結果を示すが、哺乳類細胞を用いたFB1のin vitro染色

体異常試験及びげっ歯類を用いたin vivo遺伝毒性試験では陰性、陽性の結果が混在する。

しかしながら、in vivo試験では明確なDNA損傷性は観察されず、DNA損傷に伴う小核

の誘発も観察されなかった。また、FB1はDNA付加体を形成しなかった。 
 以上のことから、フモニシンには遺伝毒性はないと判断された。 
 トウモロコシを主食とするメキシコ系アメリカ人におけるNTD発症率についての疫

学的研究によると、妊娠中のフモニシンのばく露は、出生児のNTDリスクを増加させる

要因となる可能性が示されているが、フモニシンのみがNTDの原因物質であると結論付

けることのできる十分な根拠は得られていない。 
 また、フモニシンの汚染状況とヒトの食道がんの発生率に関連がみられるとの報告や、

幼児におけるPMTDIを超えるフモニシンばく露は幼児の発育遅延と関連しているとの

報告があるが、明らかな根拠はない。 
 以上を踏まえ、食品安全委員会かび毒・自然毒等専門調査会は、フモニシンは非遺伝

毒性発がん物質と判断し、TDIを設定することが可能であると考えた。フモニシンのヒ

トへの影響を調べた知見は限られており、用量反応関係の検討に利用可能なデータがな

いことから、動物を用いた試験の結果に基づいた評価を実施した。最も低い用量で得ら

れたNOAEL（ラットの亜急性毒性試験）は、0.21 mg/kg 体重/日であった。このNOAEL
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に、不確実係数100（種差10、個体差10）を適用して、フモニシン（FB1、FB2及びFB3
の単独又は合計）のTDIを2 µg/kg 体重/日と設定した。 
 日本におけるフモニシンばく露量を推計する目的で、2004年度から2015年度まで、国

内に流通する市販食品のフモニシンの汚染実態調査が実施された。その結果、いずれの

調査においても、コーングリッツ、コーンスナック、ポップコーン及びコーンフレーク

から50%以上の検出頻度でフモニシンが検出された。検出されたフモニシンの平均濃度

は、FB2、FB3と比較して、FB1が最も高かった。なお、2004年度から2015年度までの

コーングリッツのフモニシン平均濃度の推移をみると、2007年から2009年にかけて高い

濃度であり、その後低い濃度で推移していた。 
 次いでこのような年次変動も考慮に入れ、2004年度から2009年度までの汚染実態調査

の結果から、喫食量の多いコーンスナック、コーンフレーク、雑穀米、ビール及びポッ

プコーンのデータを用いて、モンテカルロシミュレーションによるばく露量推計が実施

された。その結果、年齢区分別の体重1 kg当たりの一日ばく露量は、1～6歳の階層が最

も高く、年齢が上がるに従って低下した。1～6歳の階層の99パーセンタイル値は、「規

制なし：upper bound」のシナリオでは191.56 ng/kg 体重/日、加工食品の場合は1,000 
µg/kg、未加工品の場合は4,000 µg/kgと基準値を設定する「規制あり：upper bound」
のシナリオでは170.29 ng/kg体重/日であった。7歳以上の階層の99パーセンタイル値は、

いずれも10 0ng/kg体重/日以下であった。 
 飼料からの畜産物へのフモニシンの移行について調査した結果、搾乳牛、肉用豚、採

卵鶏の筋肉、脂肪、乳、鶏卵等のいずれにおいても検出下限以下であった。 
 以上のばく露推計結果により、フモニシンのばく露量は高リスク消費者においても今

回設定したTDIを下回っていると推定されることから、食品からのフモニシンの摂取が

一般的な日本人の健康に悪影響を及ぼす可能性は低いものと考えられる。 
 かび毒の汚染は、通常、収穫された年の気候等に影響され、前述のコーングリッツの

フモニシン濃度の推移が示すように、年による変動が大きいことが推測される。したが

って、フモニシンについて、リスク管理機関において汚染状況のモニタリングを行うと

ともに、規格基準について検討することが望ましいと考えられる。 
 また、別添2で整理したモディファイドフモニシンについては、モディファイドマイ

コトキシンに係る知見は限られていることから、引き続き新しい知見を収集することが

望ましいと考えられる。 
 以上です。 
○宮﨑座長 ありがとうございました。 
 今、読み上げていただきました食品健康影響評価につきましては、最初のパラグラフで

フモニシンに関する一般的な説明、フモニシンの評価対象物質をFB1、FB2、FB3とする

ことを記載しております。 
 次に、実験動物におけるFB1の吸収、分布、代謝、排泄、また、生化学的パラメーター
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への影響としてセラミド合成酵素を阻害し、フモニシンを投与した動物では組織、血液、

尿等へのSa/So比が高くなることを記載しております。 
 次に、亜急性毒性試験、慢性毒性試験、発がん性試験、遺伝毒性試験、ヒトにおける疫

学研究について記載しております。これらの知見を踏まえると、フモニシンは非遺伝毒性

発がん物質であり、TDIを設定することが可能であると考えられたことから、最も低い用

量で腎毒性が見られたラットにおける13週間の亜急性毒性試験のNOAELに基づいて不確

実係数100を適用してFB1、FB2及びFB3の単独または合計のフモニシンのTDIを2 µg/kg 
体重/日と設定するということです。 
 さらに国内の汚染実態調査の結果及び暴露量推計の結果を踏まえると、フモニシンの暴

露量は今回設定したTDIを下回っていると推定されることから、食品からのフモニシンの

摂取が一般的な日本人の健康に悪影響を及ぼす可能性は低いと考えると結論づけておりま

す。 
 最後に、かび毒の汚染は通常収穫された年の気候等に影響されるためばらつきは大きく、

フモニシンについても同様に年による濃度の変化が生じることが推測されることから、リ

スク管理機関においてフモニシンの汚染状況のモニタリングを行うとともに、規格基準に

ついて検討することが望ましいと考えられるということとしました。 
 最後に、モディファイドフモニシンについてまだまだ知見が限られていることから、引

き続き知見の収集を行うことが望ましいと考えられるとしております。 
 それでは、食品健康影響評価（案）について皆様に御議論いただく前に、本日御欠席の

専門委員から事前に御意見等をいただいておりますでしょうか。事務局お願いします。 
○大谷評価専門職 御欠席の専門委員からの意見はございません。 
○宮﨑座長 ありがとうございました。 
 それでは、ただいま事務局から読み上げていただいた食品健康影響評価（案）について、

皆様から御意見、御質問がありましたらよろしくお願いします。いかがでしょうか。 
○小西専門委員 3ページの11行目の文章なのですけれども、ここで検出されたフモニシ

ンの平均濃度はB2、B3と比較してFB1が最も高かったという文章がございます。コーデッ

クスやEUなどの規制値を見てみると、フモニシンB1とB2で決められています。評価書で

は89ページにB3が一番少ないということを書いてあるのですが4行目、5行目、FB1、FB2、
FB3の濃度順であったと書いてあるので、これをこのまま生かしたほうがFB3というのが

少ないということが印象づけられるのではないかと思っております。 
○宮﨑座長 ありがとうございました。 
 今、小西委員から3ページ目の11行目から12行目までの表現ですけれども、これを評価

書の89ページの5行目、FB1の濃度が最も高くて、以下、FB2、FB3は最もこの3つの中で

は低いというような表現に、汚染の程度がはっきりわかるように記載したほうがいいので

はいなかという御指摘ですけれども、この点についていかがでしょうか。特に皆様の御指

摘がなければ、小西委員の御提案どおり89ページの5行目と同様の表現で、検出されたフ
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モニシンの平均濃度はFB1濃度が最も高く、不等号でだんだん小さくFB2、FB3の濃度準

であったというような表現に修正したいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうご

ざいます。 
 そのほかに御指摘はございますか。 
○豊福専門委員 質問というか、ここの調査会の流儀というのか、ポイントは3ページの

33行目で、一般的な日本人の健康に悪影響を及ぼす可能性は低いものと考えられるという

ところで、単純にTDIと比較するとTDIが2 µg/kg 体重/日で、シミュレーションから考え

ると99.9パーセンタイルでも122 ng、これは低いなのか、極めて低いなのか、無視できる

レベルなのかとか、その辺の判断基準があるのかなと思ったのですけれども、低いに全部

カバーされるというのはそれでもいいのだろうかなと思うのですが、その辺の感覚が何か

あれば教えていただきたいなと思ったのです。 
○宮﨑座長 その辺、何というか言葉として表現する基準というか、そういうことでしょ

うか。この辺は何か過去の評価書の表現も踏まえて。 
○鋤柄評価第二課長 多分さまざまなのだろうなと思います。 
 今、豊福先生から御指摘のありましたようにTDIで比べてみて、実際に一番高い1～6歳
の階層の99パーセンタイル値が191 ngですから、TDIに比べて10分の1くらいというのが

まず1つのお話だと思います。あとは今回、暴露実態について評価書の中に書いてありま

すけれども、それの実態がどうなっているかというばらつきですよね。たまに高いものが

ぼっと出るようなことであれば、それはいろいろ表現が違うでしょうし、そういったとこ

ろを総合的に御判断いただくというようなことなのかなと思っています。具体的に例えば

TDIの何％だからこのように表現するべきというようなルールというのはないような気が

しております。 
○宮﨑座長 ありがとうございました。 
 例えば極めてとか、余りそういう形容詞をつけるのも適切ではないと思いますし、今、

課長からも御指摘があったように、TDIと比べて10分の1くらいということですので、一般

的な表現が低いということでいいのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。特に御

意見がなければこのままの表現で、一般的な日本人の健康に悪影響を及ぼす可能性は低い

ものと考えられるというふうにしたいと思います。 
 そのほかいかがでしょうか。ポイントとしては今、御指摘いただいた部分、TDIは2 µg/kg 
体重/日と設定するということ、それから、TDIを踏まえると食品からのフモニシンの摂取

が一般的な日本人の健康に悪影響を及ぼす可能性は低いという2つですけれども、この点

についてはこれまでもずっと御議論いただいておりますし、改めて御意見はないかと思い

ますけれども、それと最後の部分でリスク管理機関へということで、ほかのかび毒と同様

に収穫された年の気候等によって変動が大きいということもありますので、汚染状況のモ

ニタリングを行っていくことと、規格基準についても検討することが望ましいということ

を書いております。 
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○豊福専門委員 もう一つ、最後のリスク管理機関において基準について検討することが

望ましいというところで、その根拠というのは97ページの表でいいのですよね。この暴露

推定の基準ありと基準なしという。これではなかったですか。 
○宮﨑座長 これではなくて、変動が大きいというところは。 
○豊福専門委員 変動ではなくて、規制値について検討すべきという。 
○宮﨑座長 規格基準のほうですね。 
○豊福専門委員 例えば実際に97ページを見ると、1～6歳で基準なしとありを比べると、

暴露量推計で言うと一番ハイリスクな人たちで190と170ちょっとぐらいで差が20ぐらい

ですけれども、これが成人になってくるとほとんど差がないのです。規制があってもなく

ても。だからそれでもって規格基準について検討すべきと言っていいのかなと思うのです。

だからハイリスクの人たちだとある程度効果はあると思うのです。本文では何かそこは書

いていましたか。書いていないのではないかと思ったのです。 
○宮﨑座長 本文のほうは特に触れてはいないですね。 
○豊福専門委員 あと実際に例えば実態調査でかなりそういう基準値を超えるようなもの

はいっぱい出ていましたか。汚染実態調査でそんなになかったと記憶しているのです。だ

からそうすると規格基準について検討することが望ましいと考えられる根拠を聞かれたと

きに、何と答えたらいいのか。そこまで心配しなくていいのかもしれないのですけれども、

そこが気になったのです。 
○宮﨑座長 事務局、お願いします。 
○鋤柄評価第二課長 そこのところは今、御指摘のところは3ページの37行目、38行目の

ところだと思いますが、その前のところで座長からもお話がありましたように、35、36行
目のところで年による変動が非常に大きいというようなことが書かれております。それが

本文で言いますと95ページで全然違う、平均濃度でも10倍ぐらい違うというようなことが

起きますよということは書かれているということかなと思っております。それに続いて37
行目のところは年による変動が大きいというようなことから、リスク管理機関がきちんと

モニタリングをやって、その結果を踏まえて規格基準が要るか要らないかというものをお

考えいただくのがいいのではないでしょうか、という文脈になっているのかなと思います。

すなわち今後の実態です。現時点では非常に低い。TDIで言うと10分の1ぐらいというのが

現状にありますけれども、これがずっと続くわけではない可能性があるということかなと

思っています。 
○豊福専門委員 だとすると、リスク管理機関において汚染状態のモニタリングを行うと

ともに、その結果を踏まえ規格基準について検討することが望ましいぐらいにしておいた

ほうが良いのではないでしょうか。今のデータからすると、すぐに規格基準を検討してく

ださいとまでは言い切れないのではないかというのが気になるところで、将来的には確か

に変動があるから急にがんと上がったようなデータがあれば、そのときには考えてくださ

いねというニュアンスを少し入れたほうがいいかなと思うのですが。 
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○宮﨑座長 ありがとうございます。今、事務局から補足説明していただいたことを踏ま

えて、豊福先生から3ページの38行目「汚染状態のモニタリングを行うとともに」に「そ

の結果を踏まえ」をつけ加えて、「その結果を踏まえ、規格基準について検討することが望

ましいと考えられる」という修正の御意見をいただきましたけれども、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。いずれにしてもリスク管理機関に対しては、まずこういう大きな年

度ごとの変動もあることですので、モニタリングを継続していただいて、それを踏まえて

規格基準の検討もお願いするというようなことで、そういう表現にさせていただきたいと

思います。 
 そのほか、さらに最後の3行でモディファイドフモニシンについてはまだまだわからな

い。いろいろなものが存在するということが報告されているわけですけれども、その毒性

等もまだまだわからないことが多いということで、引き続き新しい知見を収集することが

望ましいという文言をつけ加えておりますが、これについてもいかがでしょうか。荒川先

生、お願いします。 
○荒川専門委員 今のことに関係するのですけれども、コーングリッツの濃度が高かった

り低かったりという話なのですが、これだけですと余りピンと来ないので、具体的な数値

を少し入れたらどうでしょうか。どれぐらいの汚染実態があるのか数字が全くないので、

少し具体的な数値を入れたらどうかと思います。 
○宮﨑座長 3ページの35行目、36行目あたりですね。 
○荒川専門委員 いえ、例えば14行目に高い濃度、そこに括弧してどれぐらいとか、低い

濃度、括弧してどれぐらいとか入れれば、その差がすごくあるというのがよくわかるので

はないかと思うのです。 
○宮﨑座長 ありがとうございます。今、荒川先生から、具体的に2007年から2009年まで

は結構高い濃度ですので、いずれにしても図2の棒グラフのところの濃度になると思いま

すけれども、具体的な数字を、その後また低い濃度で推移している部分も、どのくらいの

開きがあるかということを具体的な数字でということですね。そういう御提案がありまし

たけれども、いかがでしょうか。Ⅴの食品健康影響評価だけでもある程度わかりやすくと

いうところもあると思いますので、特に皆様御異議なければ、今、荒川先生から御指摘が

あったように、ここのところに高い濃度と低い濃度のところ、例えば括弧書きで大体この

くらいという具体的な数字を入れることの修正をお願いしたいと思います。よろしいでし

ょうか。ありがとうございます。 
 それでは、先ほどの私の質問に戻りますけれども、最後のところでモディファイドフモ

ニシンについて知見を引き続き収集することが望ましいということでまとめていることに

ついては、よろしいでしょうか。 
○今西課長補佐 先ほどの最大のほうは95ページのグラフと、88ページの1行目からにな

るのですが、最も高いのはコーングリッツで最大値が1,928.7 µg/kgということで、最大値

はこういった記載もあるのですが、最小値をどのように書かせていただければと思うので
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すが。 
○宮﨑座長 例えばですけれども、その文章ですと、その後、低い濃度で推移していたと

いうことですので、2010年以降、95ページの図2ですと2015年まで数値があるわけですが、

大体この範囲で推移していたという形になるのかなと思います。荒川先生、そういう感じ

の表現ですか。 
○荒川専門委員 そうですね。幾つから幾つまでみたいな形で。 
○宮﨑座長 そういうことでよろしくお願いします。 
 そのほか皆様からお気づきの点はございますか。 
 1点、私が気がついたところとして、3ページの26行目で畜産物への移行についての記載

が書いてありますけれども、26行目でフモニシンの移行について調査した結果という、調

査という表現を使っているのですが、これは農水の事業で実際に家畜にフモニシンを投与

して、サーベイランスしたわけではなくて、実際に給与試験をしてデータを取ったという

ことですので、調査というよりは移行について試験した結果という形に修正していただい

たほうがいいかなと思いますけれども、いかがでしょうか。御異議なければ、こちらは試

験した結果という表現に修正していただきたいと思います。 
 そのほか皆様からお気づきの点はございますか。いかがでしょうか。特にございません

でしょうか。 
 それでは、このフモニシンについて大分時間をかけて皆様に御議論をいただきましたけ

れども、評価書の基本的なことについては御了解いただけたと判断したいと思います。た

だ、表現等について本日、皆様から何点か修正の御意見がありましたので、評価書（案）

の修文については私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。 
（「はい」と声あり） 

○宮﨑座長 ありがとうございます。 
 それでは、本日皆様からいただいた御意見あるいは後でまた再確認していただいて、御

指摘いただくことがあれば事務局までお願いしたいと思いますけれども、それを踏まえて

修文案を作成して、改めて皆様に御確認をいただき、御了解をいただきたいと考えており

ますので、御協力よろしくお願いいたします。皆様からの御了解が得られ次第、食品安全

委員会に報告したいと思います。 
 それでは、フモニシンの評価についてはこれで終了ということにしたいと思います。  
 続いて、議題2に移りたいと思いますけれども、その前に模様がえ。 
○今西課長補佐 プロジェクターを使いますので、席の移動をしたいと思います。少しお

時間をいただければと思います。 
（大城専門参考人 着席） 

○宮﨑座長 それでは、次の議題に移りたいと思います。議事2になりますけれども、平

成26年から27年度の食品健康影響評価技術研究の成果を中心に、シガトキシン類に関する

最近の動向について、国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部第2室の大城直雅専門参
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考人より御講義をいただきたいと思います。 
 それでは、大城専門参考人、よろしくお願いいたします。 
○大城専門参考人 国立衛研の大城と申します。よろしくお願いします。 
 本日は、シガトキシンに関しまして御紹介させていただきます。 
（PP） 
 これは昨年4月に発生した築地の中央卸売市場でシガテラのおそれがある、シガトキシ

ンを含むおそれがあるバラハタが販売されたということで大騒ぎになった記事ですが、恐

らく皆様方、記憶にあるかと思います。 
（PP） 
 まず、皆様御存じかと思うのですが、おさらいの意味でシガテラについて御紹介いたし

ます。 
 シガテラと申しますのは、主に熱帯や亜熱帯のサンゴ礁域に生息します魚を喫食するこ

とによって発生する食中毒でございます。日本では余りなじみがないのですけれども、世

界的に見ますと毎年2～6万人規模での患者発生が推定されております、世界最大規模の魚

類による自然の食中毒と位置づけられております。 
 原因物質のシガトキシン類なのですけれども、これは渦鞭毛藻という微細藻がつくりま

して、それが食物連鎖に沿って魚類に伝播されると考えております。我が国におきまして

は、沖縄県や鹿児島県の奄美地方、いわゆる南西諸島を中心に毎年発生が報告されており

ます。 
 症状は大きく分けまして消化器系、神経系、循環器系の3つになります。その中でも神

経系の温度感覚異常、ドライアイスセンセーションとも呼ばれますけれども、冷たいとい

う刺激に対して過剰に反応してしまう。よくやるのですが、例えば今これはぬるいのです

けれども、これが冷たいお水の場合、さわるとビリッとする。あるいは口に含むとサイダ

ーを飲んだような感じのピリピリとしたような感じがする。あとは関節痛、知覚異常とか

ありますし、また、掻痒、これは特に寝るときにひどくなるようなのですが、場所が変わ

っていってどんどんかゆくて眠れないというようなことで、睡眠障害を引き起こすことも

ございます。 
 循環器系なのですけれども、これは文献的には余り多くは報告されていないのですが、

救急搬送される事例で臨床医に確認しますと、ほぼ徐脈や低血圧が認められる。中にはシ

ョック症状を起こしてしまうこともあるようです。死亡例は極めてまれで、通常は数日間

で回復するのですけれども、重症化した場合は数週間あるいは年単位でこれらの症状が継

続することもあると言われております。 
（PP） 
 お配りした資料と若干違うところがあるかと思いますが、それは御了承ください。これ

はサンゴ礁の発達した海域と、中毒が発生している場所をプロットしたものです。シライ

さんという方がつくったものですが、沖縄とかこのあたり、南太平洋を中心に、あと沖縄
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であったり、なぜかここに千葉というものがプロットされております。 
（PP） 
 これは発生頻度なのですけれども、最も有名といいますか、仏領ポリネシア、タヒチで

すと毎年人口1万人当たり多いところですと250件、少ないところでも10件は発生する。人

口1万人いれば10件は出るということです。多いところですと1万人の人口で250件発生す

る。その他のエリアですと、例えばハワイですと0.87、沖縄ですとこれは食中毒として届

け出があったものだけに限っておりますが、0.024でかなり低い。しかしながら、鹿児島

県の加計呂麻島でさかのぼりで臨床医が調査したところによりますと、人口1,500人とい

うことで非常に低いのですが、計算していくと10件ぐらいということで、この仏領ポリネ

シアと同じぐらいの頻度で発生する場合もあることが確認されております。 
（PP） 
 これは国立衛研の登田さんがまとめた自然毒食中毒の発生状況ですが、これをお見せし

たのは何かというと、これがシガテラになります。件数は少ないのですが、ずっと少ない

ながらも発生はしていることをお示ししました。 
（PP） 
 これも登田先生のデータなのですけれども、1988年から2010年の間に報告があったシガ

テラの食中毒事例をまとめたものですが、トータルで78件プラス原因不明1件となってい

ます。そのほとんどが沖縄県、70件が沖縄県です。それ以外を見ましても茨城県、神奈川

県、兵庫県、鹿児島県の3件、全て南西諸島あるいは南鳥島で採取された魚によるもので

ございます。この千葉県産のイシガキダイは食中毒の統計上は原因不明として報告されて

いるのですけれども、PL法が適用された有名な事件でして、裁判上はイシガキダイによる

シガテラだとなっています。 
（PP） 
 シガトキシンを持つ可能性がある魚というのは400種以上だと言われているのですけれ

ども、実際に原因魚として、食中毒の原因となっている魚というものは、さほど多くはあ

りません。ここに示してありますような色がついている、ちょっと緑色っぽい色がついて

いるのが沖縄で報告があったもので、赤いものが本州で報告があったものになります。 
（PP） 
 原因物質のシガトキシン、後ほど、この次あたりに構造式をお示ししますが、海域によ

って構造が異なると言われております。太平洋のほうではCTX1B系列というもの、あと、

CTX3C系列という2つのタイプで、カリブ海にはカリビアンシガトキシンというC-CTXs
というタイプ。それから、インド洋型は構造がまだ明らかになっていないのですけれども、

これらとは異なる物質だと考えられております。 
（PP） 
 これがシガトキシンの3つの基本骨格です。これがCTX1B、3C、C-CTXというふうにな

ります。特徴としましては、はしご状ポリエーテル化合物と呼ばれておりまして、エーテ
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ル結合で環ができております。この3つの違いなのですけれども、まず左側のA環の1Bシ

リーズですと、ここに側鎖があります。3Cはございません。あとE環の大きさが1Bと3C
では違う。3Cのほうが1つ多いです。C-CTXも1つ多い。右側のM環ですけれども、CTX1B、

3Cは共通した構造を持っているのですけれども、C-CTXはMまでではなくてN、もう一個

環があるということになります。 
（PP） 
 これは太平洋で確認されているシガトキシン類です。渦鞭毛藻がつくるのが4A、4Bと

いうタイプ。これが食物連鎖で酸化されていきまして、ここの部分、側鎖の部分が2つ水

酸基がついておりますけれども、酸化されていく。また、M環の部分も酸化されていって

水酸基がつく。同様にCTX3CもA環の二重結合が酸化される、あるいはM環に水酸基がつ

くというように食物連鎖の過程で代謝により酸化されてまいります。 
（PP） 
 これは今後、国際的な場で整理しなければいけないことであるのですけれども、シガト

キ シ ン 類 の 名 称 が 日 本 人 の 私 と し て は こ こ に お 示 し し た CTX1B で あ っ た り 、

52-epi-54-deoxyCTX1Bというような表現を使いたいのですが、オーストラリアのグルー

プがP-CTX1とかP-CTX2、P-CTX3という形で勝手にPをつけて名前を広めてしまいまして、

ちょっと混乱しているところがあります。生物の命名法と同じように化合物の名称も最初

に発見した人に命名権がございますので、本来であればそれに従わなければいけないので

すけれども、今、混乱が認められます。したがってここにそういったものを示しています。 
 あと、こちらにGTX4A、4Bというものがありますが、これはガンビエルトキシンとい

うふうに最初コードがつけられたものです。これは渦鞭毛藻の属名から来ています。これ

はその後、構造が明らかになった時点でGTX4AからCTX4Aに、GTX4BからCTX4Bに変わ

っております。いまだにガンビエルトキシンという名称が出てきたりします。  
 もう一つスカリトキシンというものがありますけれども、これはスカラスというブダイ

の仲間の属名から名前が来ているのですが、これもその後、4Aと4Bの混合物であるとわ

かりましたので、現在ではスカリトキシンとかガンビエルトキシンという名前は使われま

せん。使わないのが正しいと思います。 
（PP） 
 これが食物連鎖、先ほど来、申し上げていますけれども、G. toxicusと呼ばれる渦鞭毛

藻が産生します。これは付着性の渦鞭毛藻で海藻などの表面に付着しまして、こちらに粒

粒がいっぱいあって見えるのですけれども、これはタヒチで異常に発生しているときの写

真でして、実際にはこのような状況というのはほとんどないだろうと言われています。こ

れが藻食動物であったりが食べて、さらにそれを肉食魚が食べて、そして人が食べて中毒

する。日本で報告されているものはほとんど肉食魚ですので、このルートになります。た

だし、タヒチとかニューカレドニアなどの多発地帯では、藻食動物もシガテラの原因にな

ったりということが報告されています。 
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 我が国の特徴としては、肉食魚による中毒がほとんどであると言えるかと思います。 
（PP） 
 これはマウスの致死活性ですけれども、ご覧いただきますと先ほど食物連鎖によって代

謝で酸化されていくと申し上げましたが、CTX4Aとか4Bですと大体2～4 µg/kgが1Bにな

りますと大体10倍ぐらい毒性が強くなります。単純に考えて体内での変換とかそういうも

のを無視した場合に、これで中毒するためには10倍以上の毒量が必要になるのではないか

とおわかりいただけると思います。大体ヒトの発症量なのですけれども、1マウスユニッ

ト、これは24時間でネズミを死に至らしめる毒力と定義されているのですが、それが大体

CTX1Bですと7 ngで、ヒトの最少発症量は大体10マウスユニット、70 ngぐらいであろう

と推定されています。 
（PP） 
 これは先ほどの続きになりますけれども、この部分が酸化されまして、変化。代謝によ

り酸化されてきます。それとともにマウス毒性が強くなるということになります。4A、4B
はG. toxicusや藻食魚から検出されて、さらに酸化が進んでいる形が肉食魚から検出され

ている。 
（PP） 
 これは我々の事業が始まる前にわかっていたことなのですけれども、沖縄、奄美では

CTX1B系列しか検出されない。南鳥島は茨城県の事例のサンプルです。ハワイ、タヒチで

はCTX1Bと3C両方の系列がある。宮崎県で発生したイシガキダイからはCTX3C系列だけ

が検出されたということで、この海域によってCTXを産生する渦鞭毛藻の系統が異なるの

ではないかということが示されております。 
（PP） 
 続きまして、ほとんどの事例が熱帯、亜熱帯で発生しているものですが、例えば今、申

し上げました宮崎県であったり、これが堺市で発生したものですが、和歌山の紀伊半島で

とれたイシガキダイ、千葉でとれたイシガキダイというものによる食中毒の報告もござい

ます。 
（PP） 
 それ以外、報告されていない事例といたしまして相談があった事例、シガテラの症状に

非常によく似ていることに加えまして、その症状が発症する前に魚の喫食歴がある事例と

しまして、この南伊勢、東伊豆、真鶴、これは実際に臨床医の症例報告がございました。

あと八丈島であって、これら全てに共通しているのが、いわゆるクチジロと呼ばれます大

型のイシガキダイによるものです。ということで実際には我々が知らないだけで、本州に

もシガテラが潜在しているのではないかと考えております。 
（PP） 
 よく地球温暖化に伴いなどということがあるのですが、ここに注目していただきたいの

ですけれども、1967年に勝浦で19.5キロのヒラマサ、ですので割と大き目だと思うのです
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が、これは日本水産学会誌に掲載されているのですけれども、勝浦沖のマショウネという

ところでとれたヒラマサによる食中毒がどうもシガテラによく似ているのではないか。こ

の海域でとれたヒラマサは有毒個体が多く、サイズが大きいものほど毒性が強いという報

告があります。したがって実際には本州にもシガテラはあった可能性が示唆されます。 
（PP） 
 さて、この我々の事業が始まる前に、下痢性貝毒のオカダ酸群の食品健康影響評価が示

されました。そのときに食品安全委員会のコピーをとらせていただきましたけれども、そ

の中に今後の課題として、利用可能な毒性データ及び疫学データが限られていたというこ

とで、例えば長期毒性試験を含む各種毒性試験のデータであったり、発症者の体重、二枚

貝喫食量、貝毒摂取量等の詳細な疫学データであったり、あるいは実態調査というものが

必要だとお示しいただいております。そこでこれはオカダ酸に限ったことではなくて、自

然毒全てに必要なものではないかと考えて、このように書きかえています。ただし、これ

をやるには標準品、物がないことには何もできないというのが現状でございます。 
（PP） 
 これを踏まえまして、私どもは平成26年度、27年度の食品健康影響評価技術研究でここ

にお示ししましたとおり、シガテラのリスク評価に資するためのデータ取りを検討いたし

ました。 
（PP） 
 内容といたしましては、まず臨床疫学班、分析班、生物班、毒性班、リスク評価班の4
班に分けまして、それぞれここにお示ししたような形での取り組みを行いました。その成

果についてこれからざっと御紹介いたします。 
（PP） 
 まず疫学ですけれども、沖縄県で報告があったシガテラについてまとめてみました。 
（PP） 
 実際の症状や発症率をここにお示ししています。そうしますとドライアイスセンセーシ

ョンであったり、消化器系の症状であったり、循環器系いろいろあります。何となくこれ

を先ほども申し上げたのですが、循環器系の症状の発症率は低いように見えます。 
（PP） 
 次に初発症状なのですけれども、消化器系症状があったり、神経系症状、消化器系が大

体半分、神経系が20％、その他26％とあるのですが、神経系症状は冷たいものに触れたと

きに初めて気づくというケースがございますので、例えば睡眠、就寝中は気づかずに、朝

起きて洗面したりお水を使ったときに気づくなどというケースがございますので、これも

実際に初発として神経症状が出るのが遅いのかどうかというのは疑問があるところです。 
（PP） 
 また、これは魚種別に患者数と症状をまとめてみたのですけれども、フエダイ科ですと

神経系が20％、消化器系が40％、逆にハタ科ですと神経系が41％、消化器系24％というこ
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とで、魚種によって若干症状が異なってくる可能性があるのかなと考えられました。 
（PP） 
 これも魚種別の患者数ですが、イシガキダイとかウツボ、ブダイ、ニザダイとあるので

すけれども、このような感じで症状の割合が異なります。 
（PP） 
 これを続けていく中で症状の見落としであったり、取りこぼしがあるのではないかとい

うことで、これは実際に沖縄県で使われている調査票を適当に書いてみたものなのですけ

れども、代表的な症状、いわゆる食中毒に共通する症状というのはここにありますが、シ

ガテラに特徴的な症状、関節痛であったりドライアイスセンセーションあるいは徐脈等に

ついては記載するところがございません。こういったものというのは追加記載しなければ

いけなくて、見落とす可能性が高いということで、現状で言いますと正確な臨床像をつか

むことが難しい。ということは逆に言うと診断基準がうまく設定できないということが言

えるかと思います。そういった状況を踏まえまして、シガテラの調査票を作成いたしまし

た。 
（PP） 
 症状については、ドライアイスセンセーションはありますか、ないですか、などという

形にしています。また、原因食品の喫食量の数値を記入する、あるいは患者の身長、体重、

リスク要因としまして因子の有無などを記載して、リスク評価に使えるようなデータ取り

をすることを目的とした調査票を作成いたしました。これは本日お配りした資料の最後の

ほうに添付されているかと思いますので、もしよろしければ魚を食べてビリビリしたとき

にはこれに御記入いただければと思います。 
 この調査票につきましては、現在、沖縄県の食中毒発生時には従来の調査票と併用して

これも使っていただいている状況でございます。 
（PP） 
 さらにシガテラの埋もれた事例を調査するために、例えば漁業協同組合や医療機関等に

聞き取り等お願いをいたしまして情報を集めてみました。その結果については省略します

が、また、この調査票を使った調査をした結果が次にございます。 
（PP） 
 これが26年度、27年度に発生したものです。実際の事例が、これは1つ目ですけれども、

原因の魚です。残り物から身を分けて取った状況ですけれども、大体こういった形で検査

結果が出ています。 
 これをもとにLOAELを推定したのですが、これについてはリスク評価班で解析いたしま

した。 
（PP） 
 続きまして分析です。どんどん行ってしまって申しわけないのですけれども、早くて申

しわけないのですが、先に進ませていただきます。 
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（PP） 
 解析手法ということで主にLC-MS/MSを使った分析を行いました。これはその分析例で

すけれども、抽出物を除去するのに妨害ピークが出たりするということで、前処理法を少

し改良しましたというスライドでございます。 
（PP） 
 次に、これは標準品がないと仕事ができない、評価ができない、評価に必要なデータが

とれないということでお話したのですけれども、もう一つ、検査法、試験法を評価すると

きにはブランク試料がないと検査ができません。そういったものも含めてこういった魚の

試料を集めて、例えばブランク試料に使える魚肉あるいは魚肉の標準試料として使える魚

肉。シガトキシンの精製用に使えるようなものというふうに分けて現在、国立衛研で保管

しております。 
（PP） 
 シガトキシンは標準品がございませんので、みずから精製してつくりましたという例を

お示しいたします。こうやって分けていって、最終的にこれを精製して、さらにCTX1Bだ

け、52-epi-54-deocyCTX1B、54-deocyCTX1Bというふうに大体9 ng、12 ngぐらい、10 ng
前後確保しております。 
（PP） 
 標準品がないと申し上げたのですけれども、この期間中に日本食品分析センターで標準

試料が調製されました。これは定量NMR等で値づけされているものです。これが今、世界

の主要な機関に配られているのですが、主要な機関と言っても10機関程度です。限られた

機関にしか配られておりません。非常に貴重なものですので、これで先ほどの標準品を値

づけして、二次標品として使用する。 
（PP） 
 これは分析結果になります。これはバラフエダイなのですけれども、こちらが体重、こ

ちらが体長になります。マウス法でいきますとこのあたり、大体4キロ以上が有毒になり

ます。曲線がちょうどこの4キロあたりというのが年齢で言いますとバラフエダイは20歳
ぐらい。このあたり、最後のほうは大体70歳ぐらい。性成熟が10代後半ということで人間

と似たような生活史を送っております。マウスではシガトキシンは検出されなかったので

すけれども、LC-MS/MSで分析しますとここの52個体のうち無毒、検出下限以下というの

は3個体だけでしたということです。 
（PP） 
 これも成長とともに有毒個体がふえてきますよというものをお示ししたものです。 
（PP） 
 先ほど奄美、沖縄のお話をしたのですけれども、今回この事業の中では鹿児島の大隅諸

島、種子島島でもサンプルを採取して分析しました。その結果がこちらにお示しししたよ

うにCTX1Bシリーズしか検出されませんでした。 
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（PP） 
 これについては有毒率を見ているのですけれども、数が少ないので何とも申し上げられ

ないのですが、若干沖縄のほうが有毒率が高いかなというような傾向があります。実際に

鹿児島あたりではこれを食べているわけであります。 
（PP） 
 これまでは奄美、沖縄、いわゆる琉球諸島は1Bだけですよというのがあったのですが、

この辺までです。トカラ列島を超えた種子島、屋久島まで含めてバラハタに含まれるシガ

トキシンはCTX1Bシリーズだけだというふうに確認できました。あと、宮崎のイシガキダ

イだけがなぜかCTX3Cだけということです。 
（PP） 
 続きまして生物についてです。 
（PP） 
 イシガキダイを日本各地で集めてまいりまして、いろいろ分析したのですが、幸か不幸

か全てシガトキシンは検出されておりません。 
（PP） 
 これは沖縄産のシガトキシンです。 
（PP） 
 また、この調査の中で諸外国との状況等を調査する必要があるのではないかという御指

摘がございましたので、ここにございます海域から魚を入手いたしました。 
（PP） 
 その結果、フィジーだけシガトキシンが検出されました。これは島の南北で組成が異な

るという結果が得られております。 
（PP） 
 一方、台湾は結構大き目の魚を入手したのですけれども、ピークが出ていますが、シガ

トキシンはこの中に含まれておりません。台湾というのはシガテラの報告は少ないのです

が、何かそれが関係するのかもしれないです。 
（PP） 
 さらに藻食動物をいろいろ調べてみたのですけれども、いずれの試料からも検出されま

せんでした。恐らくこの調査期間、2年という短い期間でしたので、その間の環境が渦鞭

毛藻の生育に適していなかった可能性もあるかと思います。 
（PP） 
 続きまして、毒性についてですけれども、毒性につきましてはCTX1Bと3Cの経口投与、

腹腔内投与で毒性を比較しております。 
（PP） 
 これを見ていただきますとわかりますように、1Bの腹腔内と経口です。腹腔内が大体9、
経口が14、15ということで差がほとんどないという特徴があります。逆に言うと今、マウ
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ス毒性試験は腹腔内投与で評価しているのですけれども、現行の評価法は割と適切である

でしょうということが示されています。この毒性の差が小さいというのは非常に特徴的だ

ということです。 
（PP） 
 これは通常シガテラの検査、シガトキシンを検査するときというのは24時間後のマウス

の生死で判断するのですけれども、これはCTX3Cの場合なのですが、24時間以降も死亡す

る個体がございました。これでLD 50、ここで見てみますと、これだけ差がございます。こ

れとこれの違いです。 
（PP） 
 これがサバイバルカーブ。生きているマウスの数です。これがCTX1Bは大体24時間以内

におさまるのですけれども、3Cの場合はこのあたり、大体1週間ぐらいまで継続する、死

ぬ個体が出てくるという特徴がございます。 
（PP） 
 これもそうです。 
（PP） 
 ということで、CTX3Cの毒性は今まで低いとされていたのですけれども、24時間の判断

では難しい。もう少し毒性について検討が必要ではないかということが判明いたしました。 
（PP） 
 最後にリスク評価のほうですけれども、豊福先生が担当なされましたEFSAの状況です。

要はデータがないというのがEFSAの見解でいいかと思います。FDAの対策レベル0.01ppb
という値を出しております。 
（PP） 
 これが太平洋です。カリブ海のほうですと0.1ppbとなっています。 
（PP） 
 各FDAやEUのリスク管理の措置ですけれども、明確な規格基準等はございませんが、

有毒魚は販売してはいけないなどといったような表現になっています。 
（PP） 
 多発地帯でありますフランス領ポリネシアですと、こちらにお示しした魚の販売が禁止

されている。 
（PP） 
 フランスはEnvironmental Researchにフランスのチームが評価を出しているのですけ

れども、このようなデータになっていますが、これの問題点としましては、カリビアンシ

ガトキシンでパシフィックシガトキシン、太平洋型をカリビアンで評価するなどといった

ようなことをしていて、このように整合性があると言っているのですけれども、ちょっと

疑問がございます。 
（PP） 
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 今回、事例は少ないのですけれども、今のデータからNOAELを見積もってみたのがこ

れです。大体摂取量としては84 ngぐらいの摂取。体重当たりの摂取量でいきますと1.6 
ng/kgということで、大体今まで言われている値とそう大差はないだろうということです。

ただ、これは体重は文科省のデータで平均体重を適用していますので、今後こういった情

報を集めることが重要かと思います。 
（PP） 
 またこれに戻ってきたのですけれども、こういった状況にあるのはシガテラも一緒でし

て、最近ですとコーデックスの汚染物部会でシガトキシンは取り上げられております。こ

れもそのものです。 
 今度はJECFAに依頼すべきプライオリティーリストの中に、シガトキシンが含まれてき

たということです。 
 さらにこれはIOC、オリンピックではなくて海洋のほうのIOCになります。そちらで

Global Ciguatera Strategyというものが2015年から2019年で取り組みが進められている

ところです。これは去年始まったEUのプロジェクトですけれども、EUROCIGUAという

プロジェクトがありまして、これは億単位の金がかかって、たしか4年か5年ぐらいの計画

で進められているものです。こういった形のスポンサー等があります。 
 これもEUROCIGUAになります。こういった形で取り組んでいく。これはタヒチのLuis 
Malarde研究所が出しているシガテラオンラインというもので、ここでは件数とかいった

ものが地域ごと、あるいは魚種ごとの件数が挙げられています。 
 これは最近の話題としまして、去年10月にインドで発生した事例なのですけれども、200
名規模の集団食中毒が発生しました。これは魚の加工工場の社員食堂みたいなところで発

生したのですが、実はこれはそれに先だってEU向けに輸出された切り身がシガトキシンに

汚染されていたということで回収命令が出て、アラートが出たのですけれども、その直後

にこれだけのものが発生して今、大騒ぎになっている。このあたりで発生しているという

ことです。 
 また最後に何度も何度もこれを使わせていただいて恐縮なのですけれども、最後にこれ

を持ってきているのはどういうことかといいますと、どうにかこういったデータを集めて

いきたいなと私自身考えているところなのですけれども、なかなか難しいところがござい

まして、お集まりの先生方からアドバイスいただければ幸いです。 
 以上、駆け足でまことに恐縮ですが、これで私の発表を終わらせていただきます。 
○宮﨑座長 大城先生、大変興味深いお話ありがとうございました。 
 それでは、ただいまの御説明について御質問等ありましたらお願いします。いかがでし

ょうか。 
○吉成専門委員 シガテラはすごく低濃度で効くようなのですけれども、作用機構はわか

っているのですか。 
○大城専門参考人 神経細胞にある電位依存性ナトリウムチャネルにくっつきます。親和
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性が高いです。それで開いたチャネルが閉じなくなってしまう。この間ありましたフグ毒

のテトロドトキシンや麻痺性貝毒はブロックして閉じてしまうのですけれども、それとは

逆に開きっぱなしにしてしまうというのがその作用機構になっています。 
○吉成専門委員 体内では食べるとどこに移動して、どこで作用するのですか。 
○大城専門参考人 吸収した後です。消化器系症状も出ますので消化器系でも何らかの影

響はあると思いますし、神経系の症状がかなり特徴的ですので、あと徐脈とかも含めまし

て、神経細胞、掻痒とかも含めてそういった体にあるチャネルにくっついているのではな

いかと思うのですが、何分、トレースできる程度の量ではない。70 ngで発症してしまう

ぐらいの物質ですので、それについても今後検討をしないといけないことかなと思ってお

ります。 
○宮﨑座長 ありがとうございました。 
 そのほかいかがでしょうか。 
○矢部専門委員 大変おもしろいお話ありがとうございました。 
 魚種によって症状が異なるというのは、魚種が持っている毒素の組成が違うということ

なのですか。 
○大城専門参考人 本当はそれもお話ししなければいけなかったのですけれども、おっし

ゃるとおりでして、もともと昔から言われていたのが、魚種によって食中毒の症状が変わ

ってくるのではないか。地域によって違うのではないかと言われていたのですが、我々が

やっとこうやって分析ができるようになってきまして、今、沖縄でそのデータもきちんと

集める体制ができてまいりましたので、今後その辺は明らかにしていきたいと思っていま

す。 
 ただ、マウスの毒性試験の結果からおわかりいただけるように、CTX3Cというのは比較

的長期間にわたって毒性が維持します。極性が低いので排泄されにくいという性質もある

かと思いますし、さらに代謝によって酸化されて毒性が強くなる。親和性が強くなる可能

性もございます。そのあたりのところは今後の課題です。何となくですけれども、イシガ

キダイの食中毒は症状がちょっと沖縄のものよりも長引くような印象を私自身は持ってお

ります。恐らくそれがもしかしたらこういった組成の違いなのかもしれないなと推定して

おりますが、これについても今後の検討が必要な課題です。 
○矢部専門委員 ありがとうございます。 
○宮﨑座長 山添先生、どうぞ。 
○山添委員 先ほど薬理学的な作用の話をされたのですけれども、死因というのは1Bと

3Cは考えられるところでは違っているのでしょうか。それとも症状的に死に至るときの症

状というのは基本的に同じですか。 
○大城専門参考人 実際のところ、死亡例というのはほとんど。 
○山添委員 いや、マウスの試験のときのLD 50です。 
○大城専門参考人 症状の違いはたしかなかったと思います。3Cと1Dで大きな違いはな
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かったかと思います。 
○山添委員 症状の出方を見ると、中枢の作用なのか末梢の作用なのか、データを見させ

ていただくと区別がつきにくいですね。どの程度中枢に入るのかなと思っていて、多くの

症状はほとんど抹消か、それで末梢のところからの反射で来ている嘔吐とかで来ている可

能性もあるので、大半が抹消で、あるいは呼吸器系に来て麻痺を起こしているのか、血糖

で死ぬのか、本当に中枢に入って死ぬのか、その辺のところの区別がつけばいいのですが。 
 このタイプの化合物は膜の透過性が非常にほかのものと違って、この農薬というかそう

いうものにも実際にあることはあるのですけれども、トランスポーターの変わり方が、そ

の辺のところも含めて毒性をよく見ないと、脳内に入っているのか入っていないのかが今

後その辺も調べていただけるとありがたいなと思うのです。 
○大城専門参考人 どうもありがとうございます。 
 標準品が貴重なものですから、とりあえずのデータはとったのですけれども、共同研究

の分担をしていただいた鈴木先生にも相談をしながら、今後検討をさせていただきたいと

思います。 
○宮﨑座長 そのほかいかがでしょうか。荒川先生、どうぞ。 
○荒川専門委員 今、標準品の話で出ましたけれども、先ほどの話で食品分析センターで

標準品をつくって配付したということなのですが、日本で幾つぐらいの機関がこれを持っ

ているのですか。 
○大城専門参考人 国立衛研、鈴木先生のところの中央水産研究所も恐らく持っていらっ

しゃると思います。あと沖縄衛研と、別の実験で代謝の実験を今、別のプロジェクトで水

産大学校でやっておりまして、そこにもあったかと思いますが、国内で数カ所、海外を合

わせても10カ所あるかなぐらいだと思います。 
○荒川専門委員 これはもちろん購入することはできないわけですよね。 
○大城専門参考人 購入はできないです。共同研究先に配ってというのと、例えばEUです

とスペインに海産生物毒のレファレンスラボがあるのですけれども、そこであったりとか、

FDAであったりということで、そういった要所要所に置いてという形で、要は標準品がば

らばらですとデータがばらばらになってしまう。それぞれ皆さん自分で精製したものを使

っていますので、毒性試験の結果と言っても純度も検定できない、トレーサブルでないと

いうことで、これは認証品ではないのですけれども、定量NMRで値づけしていますので、

トレーサブルな状況になっている。それで世界のデータを統一しようという目的で配布さ

れたものと認識しております。 
○宮﨑座長 そのほかいかがでしょうか。川原先生、どうぞ。 
○川原専門委員 今の件に関連しまして、qNMRで値づけをされているということなので

すけれども、これは国立衛研のほうでされたのでしょうか。 
○大城専門参考人 はい、国立衛研が協力しています。 
○川原専門委員 これは結構量が微量なので、なかなかシグナルの分離などが難しそうな
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感じがしたのですけれども、その辺というのは割ときれいにできたのでしょうか。 
○大城専門参考人 精製度もかなり高めていて、精密な重さをはかったりというのも、重

量をはかったりもしていたのですけれども、そういったものとも差がほとんどなかったか

と思います。結構難しいと思うのですが、構造決定は安元健先生がなさっていて、かなり

国立衛研にある性能の高いNMRでやったということで、割とうまくいったと聞いておりま

す。 
○川原専門委員 では800を使われたということですね。 
 これは将来的に標準品として販売される予定というのは余り考えられないということで

すか。 
○大城専門参考人 先ほどの分析センターのものですか。 
○川原専門委員 せっかくつくったので。 
○大城専門参考人 売ってしまったらなくなってしまうので。それでこの事業の中ででき

るだけ魚を集めてという形でやっているのです。本当に標準品がないのです。したがって、

もし国内で発生した場合には、国立衛研で分析を受けて、送っていただいたサンプルをう

ちで扱っているのが二次標品ですので、三次的な標品ということでひもづけしていってや

るしかないのかなと。一生懸命集めても数ngしか集められませんので、先ほどのものも恐

らく100 µgはあるか。350 µg集めるのに10年以上かけて毒ウツボ4トンの内臓350 kgを抽

出してというような気の遠くなるような仕事になってしまいますので、沖縄とかそういっ

たところにもお願いしてサンプルはキープして、少しずつ少しずつ大切にそれを標品とし

て使えるようにしましょうということでお願いしているところです。 
○川原専門委員 物質としての安定性というのは結構高いのでしょうか。 
○大城専門参考人 そうですね。かなり安定だと思います。ただ、酸性条件になりますと

M環のほうがヘミアセタールになっているので、スピロ環のほうがヘミアセタールなので、

開環したりとか、巻きが変わったり、巻く方向が変わったりということがあるのですけれ

ども、昔、1980年代に単離したものが今も普通に使えていますので。 
○川原専門委員 ありがとうございます。 
○宮﨑座長 そのほかいかがでしょうか。久米田先生、どうぞ。 
○久米田専門委員 ヒトの事例なのですけれども、先生のデータで高い濃度で摂取した人

は2.5時間で、低い人は22時間となっているのですけれども、1日たてば発症する心配はな

いというふうに考えてよろしいですか。 
○大城専門参考人 これは何とも申し上げられないですね。この22時間というのも怪しく

て、例えば消化器症状が出ていないと気づかないこともあるのです。そうしますと消化器

症状は比較的認知しやすいではないですか。ただ、そんな冷たいものにさわってビリビリ

したぐらいというか、軽くエアコンが当たっただけでヒリヒリするなというのはあるので

すけれども、それとうまくリンクしていなかったりするケースもありますので、何とも申

し上げられないかなというところです。ただ、大体は24時間ぐらいでは発症はしていたか
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と思います。 
○久米田専門委員 シガテラというのは、シガトキシンによる食中毒の名前ですよね。疾

病の名前ですね。 
○大城専門参考人 はい、疾病です。 
○久米田専門委員 シガテラって特別に名前がついているのは何かあるのですか。 
○大城専門参考人 名前の由来ということでよろしいですか。カリブ海の巻貝でシガと呼

ばれる巻貝があるらしいのです。それが由来だと言われていまして、その後、熱帯の海産

物による食中毒全般がシガテラと呼ばれるようになりました。一昔前というか、20～30年
ぐらい前まではヒスタミンであったり、フグであったり、横紋筋融解症もあったりとか、

また別にいろいろほかにも魚の中毒があるのですけれども、全てがシガテラというカテゴ

リでやっていたのですが、最近はciguatera fish poisoningと呼ばれるようになりまして、

シガトキシンによる魚の中毒というのをCFP（ciguatera fish poisoning）と限定するよう

になってきております。南太平洋ではciguatera shellfish poisoningもあるというようなこ

とも言われたりしております。 
○久米田専門委員 ありがとうございます。 
○宮﨑座長 そのほかいかがでしょうか。 
 私から1つ、海域によってタイプが違うというお話がありましたけれども、それはもと

もとの藻類がつくっているものが違うのではなくて、食物連鎖の中間の魚での代謝が違っ

て最終的な肉食魚の蓄積が違ってくるとかいう、その辺のことはわかっているのでしょう

か。 
○大城専門参考人 幾つか想像はできるかとは思うのです。ただ、沖縄でずっといろいろ

調べている限りでは、いろいろな魚種を見ているのですけれども、CTX1Bシリーズだけで

すので、3Cの仲間というのは出てこないのです。したがって、恐らく沖縄については1B
シリーズしかないのではないかと思っております。オリジンは多分違うと思う。全然基本

骨格、大きさが違いますので、これからこれに変換されることはまずないと思われますの

で、あとは代謝のされぐあいとかいう可能性も否定はできないのですけれども、恐らく渦

鞭毛藻のタイプが違うのではないか。つくっているものが違うのではないかと思いますが、

先生おっしゃったようにベクターといいますか中間の生き物が異なったり、そういったこ

ともあり得ますので、今後もこういったデータをどんどん蓄積していく必要があるのでは

ないかと考えているところです。 
○宮﨑座長 もう少し言うと、もともとの藻類を食べる魚なり、食物連鎖の中間なり、最

終的な肉食魚なりはシガトキシンがあっても大丈夫なわけですけれども、魚でもシガトキ

シンに感受性が高くて死んでしまう種類とかいそうな気もするのですが、その辺もわかっ

ているのですか。 
○大城専門参考人 これはシガトキシンを単離して構造決定された安元健先生に伺ったお

話なのですけれども、タヒチのガンビエル諸島というのは海域全ての生き物が毒化してい
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る状況だったと伺っております。先ほどカイガラムシみたいに藻の表面にぎっしり渦鞭毛

藻がくっつく状態でして、ウニや、ありとあらゆる生き物が毒化していたといって、魚類

学者の方も一緒に同行されていたらしいのですけれども、そこで泳ぐ魚は非常に写真が撮

りやすいと。ここの魚は写真が撮りやすい。よく見るとフラフラ泳いでいたということで

すので、大量に与えるとやはりそういった毒性が発揮されるのではないかと思います。 
○宮﨑座長 ありがとうございました。 
 そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
 大変興味あるお話をいただきましたけれども、このシガトキシン類については本日いた

だいた御意見を踏まえて、今後の取り扱いについては事務局で検討をお願いしたいと思い

ます。大城専門参考人、本日はどうもありがとうございました。 
 以上で予定された議事についてはひと通り御議論いただきました。事務局からほかに何

かありますでしょうか。 
○今西課長補佐 特にございません。 
○宮﨑座長 それでは、本日の審議は以上とさせていただきます。 
 次回については日程調整の上、お知らせしますので、よろしくお願いします。 
 それでは、本日はどうもありがとうございました。 


